
肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府では、肝炎ウイルス検査（※）の結果が陽性であった方を対象に、 

大阪府肝炎専門医療機関で初回精密検査を受けた際の検査費用の自己負担分を助成します 

 

※肝炎ウイルス検査とは…大阪府が実施する肝炎ウイルス検査（委託医療機関の検査を含む） 

市町村が実施する健診における肝炎ウイルス検診（委託医療機関の検診を含む） 

職域の健康診断や人間ドックにおいて実施する肝炎ウイルス検査 

 

令和２年４月から、妊婦健診や手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方も助成対象となりました 

※令和２年４月１日以降に受けた初回精密検査から対象となります 

 

助 成  

対 象 者  

大阪府に住所を有する方で以下の要件をすべて満たす方  

１  医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者  

２  以下のいずれかを受け、請求日の前１年以内 （ ※ ）に陽性と

判定された（結果通知を受け取った）方  

①府又は市町村が実施する肝炎ウイルス検査（検診）  

②職域の肝炎ウイルス検査  

③母子保健法に基づき市町村が実施する妊婦健康診査にお

ける肝炎ウイルス検査  

④手術前１年以内に行われた肝炎ウイルス検査  

３  大阪府肝炎専門医療機関で初回精密検査を受けた方  

４  府又は市町村が実施する状況把握に同意した方  

※③、④の検査を受けた方については、出産や手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合にはこの限りでは

ありません 

 

 

 

Ⓒ2014 大阪府もずやん 

肝炎ウイルスに感染してもほとんどの場合、自覚症状がありません 

感染を放置すると、肝硬変や肝がんに重症化する可能性があります 

肝炎ウイルス検査の結果が陽性の場合は、精密検査を受けましょう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご自身が受けられた肝炎ウイルス検査の実施機関により、申請に必要な書類が異なります 
 

 

１． 肝炎検査費用請求書（様式第１号） 

２． 肝炎ウイルス陽性者に係る状況把握同意書（様式第 2 号） 

３． 大阪府肝炎専門医療機関の領収書（原本） 

４． 大阪府肝炎専門医療機関の診療明細書（原本） 

５． 肝炎ウイルス検査（検診）の結果通知書（写し）（府又は市町村が実施した肝炎ウイル

ス検査の結果） 

６． 振込先口座が分かる書類（預金通帳の写し等） 

 

 

 

１． 肝炎検査費用請求書（様式第１号） 

２． 肝炎ウイルス陽性者に係る状況把握同意書（様式第 2 号） 

３． 大阪府肝炎専門医療機関の領収書（原本） 

４． 大阪府肝炎専門医療機関の診療明細書（原本） 

５． 肝炎ウイルス検査の結果通知書（写し）（職域が実施した肝炎ウイルス検査の結果） 

６． 振込先口座が分かる書類（預金通帳の写し等） 

７． 職域検査証明書（様式第４号）又はこれに類する証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職域の肝炎ウイルス検査を受けた方  

①府又は市町村が実施する肝炎ウイルス検査（検診）を受けた方  

 

 

申請書類一式を大阪府に提

出（郵送）します 

 

内容を審査の上、大阪府が

保険診療の自己負担分を振

り込みます 

 

 

大阪府肝炎専門医療機関で

助成制度について説明を受

け、請求書等の申請書類を

受け取ります 

 

下記「申請に必要な書類」

をご確認ください 

 

 

肝炎ウイルス検査で陽性と

判定されたら、大阪府肝炎

専門医療機関で初回精密検

査を受診します 

 

領収書・診療明細書は必ず

保管してください 

初回精密検査の受診 申請書類の準備 大阪府へ郵送 

請求書等の様式は、大阪府ホームページからダウンロードできます 

大阪府 肝炎対策 検索 

申請の方法・必要な書類は？ 



 

 

１． 肝炎検査費用請求書（様式第１号） 

２． 肝炎ウイルス陽性者に係る状況把握同意書（様式第 2 号） 

３． 大阪府肝炎専門医療機関の領収書（原本） 

４． 大阪府肝炎専門医療機関の診療明細書（原本） 

５． 母子健康手帳の表紙、肝炎ウイルス検査日及び検査結果が確認できるページ（写し）

又は肝炎ウイルス検査結果通知書（妊婦健診で実施した肝炎ウイルス検査の結果） 

６． 振込先口座が分かる書類（預金通帳の写し等） 

 

 

 

１． 肝炎検査費用請求書（様式第１号） 

２． 肝炎ウイルス陽性者に係る状況把握同意書（様式第 2 号） 

３． 大阪府肝炎専門医療機関の領収書（原本） 

４． 大阪府肝炎専門医療機関の診療明細書（原本） 

５． 肝炎ウイルス検査の結果通知書（写し）（手術前に実施した肝炎ウイルス検査の結果） 

６． 肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療

明細書 

７． 振込先口座が分かる書類（預金通帳の写し等） 

 

 

 

 

▢ 精密検査は大阪府肝炎専門医療機関で受けましたか？ 

   大阪府肝炎専門医療機関以外の医療機関で受けた精密検査の費用は助成対象となりません。 

   大阪府肝炎専門医療機関は大阪府ホームページ「肝炎対策について」をご確認ください。 

 

▢ 肝炎ウイルス検査（検診）の結果通知書を添付していますか？ 

   大阪府肝炎専門医療機関で実施した初回精密検査の結果ではありません。 

助成対象となるのは、①府・市町村 ②職域 ③妊婦健診 ④手術前 のいずれかで肝炎ウイルス検査を 

受け陽性と判定された方に限られます。助成対象となる検査を受けて陽性と判定されたことがわかる書類を

必ず添付してください。 

 

▢ 大阪府肝炎専門医療機関の領収書・診療明細書を添付していますか？ 

領収書・診療明細書のどちらも提出が必要です。 

領収書・診療明細書の代わりに医療機関が発行した検査明細書（様式第３号の１又は第３号の２）でも構いません。 

なお、検査明細書の発行、領収書・診療明細書の再発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は助成対

象外です。 

 

④手術前１年以内に行われた肝炎ウイルス検査を受けた方  

③妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査を受けた方  

提出前に必ずご確認ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 請求できるのは、肝炎ウイルス検査（検診）を受けて陽性と判定されてから１年以内です。 

※２ 予約の都合等により検査が複数の日にわたって行われた場合、最初の精密検査から１か月

以内の期間のものであれば、一連の検査として助成します。 

※３ 対象となる検査項目は限られています。対象となる検査と併せて対象以外の検査も受けた

場合、支払った自己負担分の全額を助成することはできませんので、ご注意ください。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助 成  

対 象  

費 用  

初診（再診）料、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として

大阪府が認めた費用（医師が真に必要と判断したものに限ります。また、保

険適用外の検査は助成対象外です。）（※１） 

助 成 回 数  １回（※２） 

対 象  

と な る  

検 査  

（ ※ ３ ）  

１  血液形態・機能検査 （ 末 梢 血 液 一 般 検 査 、 末 梢 血 液 像 ）  

２  出血・凝固検査（プ ロ ト ロ ン ビ ン 時 間 、 活 性 化 部 分 ト ロ ン ボ プ ラ ス

チ ン 時 間 ）  

３  血液化学検査（ 総ビ リ ル ビ ン 、 直 接 ビ リ ル ビ ン 、 総 蛋 白 、 ア ル ブ ミ

ン 、 Ａ Ｌ Ｐ 、 Ｃ ｈ Ｅ 、 γ-Ｇ Ｔ 、 総 コ レ ス テ ロ ー ル 、 Ａ Ｓ Ｔ 、 Ａ Ｌ Ｔ 、 Ｌ

Ｄ ）  

４  腫瘍マーカー（ ＡＦ Ｐ 、 Ａ Ｆ Ｐ － Ｌ ３ ％ 、 Ｐ Ｉ Ｖ Ｋ Ａ -Ⅱ 半 定 量 、 Ｐ

Ｉ Ｖ Ｋ Ａ -Ⅱ 定 量 ）  

５  肝炎ウイルス関連検査  

（ Ｈ Ｂ ｅ 抗 原 、 Ｈ Ｂ ｅ 抗 体 、 Ｈ Ｃ Ｖ 血 清 群 別 判 定 、 Ｈ Ｂ Ｖ ジ ェ ノ タ イ プ

判 定 ）  

６  微生物核酸同定・定量検査 （ Ｈ Ｂ Ｖ 核 酸 定 量 、 Ｈ Ｃ Ｖ 核 酸 定 量 ）  

７  超音波検査（ 断 層 撮 影 法 （ 胸 腹 部 ） ）  

申請書類送付用ラベル（切り取ってお使いください） 

〒540-8570 

大阪市中央区大手前二丁目 1－22 

大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 

生活習慣病・がん対策グループ 行 

《初回精密検査費用助成申請書類在中》 

大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 

生活習慣病・がん対策グループ 

電話 ０６－６９４１－０３５１（代表） 

申請書提出（郵送）・問合せ先 


